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非FIT非化石証書の取引に係る会計・税務上の取り扱いについて
 FIT非化石証書については、2018年度より取引が行われており、当該取引に係る会計・税務上の
取り扱いについては、第20回制度検討作業部会（平成30年3月）において整理されている。
（次頁参照）

 2020年度より、非化石証書の対象が全ての非化石電源へと拡大し、新たに、発電事業者ー小
売電気事業者間で非FIT非化石証書の取引が生じ、改めて考え方を整理する必要があることか
ら、非FIT非化石証書の取引に伴う会計・税務上（国税）の基本的な考え方について複数の
会計士や税務当局に確認を行ったことから、確認結果を報告する。

 また、法人事業税（地方税）に関しては、非FIT非化石証書の取引における税務上の取り扱い
について、令和元年12月20日に閣議決定された「令和２年度税制改正の大綱」において、所要
の措置が講じられることとなったため、その税制改正内容の報告を行う。
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（参考）FIT非化石証書の取引に係る会計・税務上の取り扱いについて
＜平成30年3月第20回 制度検討作業部会より抜粋＞
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非FIT非化石証書の取引に係る税務上の取り扱いについて（国税）
 法人税上の取り扱いについては、会計上の収入・費用の計上のタイミングと整合的に、会計上、発電事業者の収
入として計上される非化石証書販売収益については税務上、益金として算入し、会計上、小売電気事業者の
費用として計上される非化石証書購入費については税務上、損金として算入する。

 消費税上の取り扱いについては、会計上の発電事業者－小売電気事業者間の非FIT非化石証書の移転のタイ
ミングと整合的に、発電事業者が証書販売時に課税売上、小売電気事業者が証書取得時に課税仕入を認識
する。

取引

非化石証書
の販売

発電
事業者

小売電気
事業者

非化石証書
の取得

非化石証書
の使用

国税

 会計上、発電事業者の収入として計上される
非化石証書販売収益は益金算入。

 特になし

 会計上、小売電気事業者の費用として計上さ
れる非化石証書購入費については税務上、損
金として算入。

 発電事業者が非FIT非化石証書を販売した
時点において、課税売上を認識。

 小売電気事業者が非FIT非化石証書を取得
した時点において、課税仕入を認識。

 特になし。

法人税の取り扱い 消費税の取り扱い
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非FIT非化石証書の取引に係る税務上の取り扱いについて（地方税）
 令和元年12月20日に閣議決定された「令和２年度税制改正の大綱」において、非FIT非化石証書の取引に

関しては、小売電気事業者の課税標準となる収入金額の算定において、非FIT非化石証書の購入費用分
を控除するよう、地方税上の措置が講じられる（税制改正）こととなった。税制改正内容は以下のとおり。

＜令和元年12月：「令和２年度（2020年度）経済産業関係 税制改正について」より抜粋＞
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1.非FIT非化石証書の取引に係る会計・税務上の取り扱い
について

2.非FIT非化石証書に係る環境表示価値等の取り扱いにつ
いて
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（参考）FIT非化石証書に係る環境表示価値等の取り扱いについて
 現行の小売営業GLにおいては、FIT非化石証書を調達する電気に使用した際の環境表示価値
や電源構成表示の訴求方法について整理がされている。

ⅳ）非化石証書を使用した場合においてのみ問題となるもの

小売電気事業者が非化石証書を購入した場合に、小売電気事業者等
が当該証書に基づき需要家へ訴求をする際に留意すべき事項は以下
のとおりである。
非化石価値取引市場について、非化石証書が化体する非化石価値は
「小売供給を行うために発電・調達する電気」に関する電源構成そ
のものとは異なること（前述の序（３）参照）等から、非化石証書
を使用したとしても小売電気事業者の電源構成には影響しない。こ
のため、小売電気事業者が再生可能エネルギー指定の非化石証書を
使用したことを理由として「再生可能エネルギー電気を１００％発
電・調達している」と表示するなど、実際に小売供給を行うために
再生可能エネルギー電気を発電・調達しているものとの需要家の誤
認を招くような表示を行うことは問題となる。
ただし、再生可能エネルギー指定の非化石証書を電気の販売に応じ
て使用した小売電気事業者が「再生可能エネルギー指定の非化石証
書の使用により、実質的に、再生可能エネルギー電気●●％の調達
を実現している」などと訴求することや、非化石証書を電気の販売
に応じて使用した小売電気事業者が「非化石証書の使用により、実
質的に、二酸化炭素排出量がゼロの電源（いわゆる「ＣＯ２ゼロエ
ミッション電源」）●●％の調達を実現している」などと訴求する
ことは、当該事業者が同証書の使用により環境価値の訴求が可能と
なることから、実際の電源構成の表示を併せて行うなど、小売供給
に係る電源構成と異なることについて誤認を招かない表示である限
りにおいては、問題とならない。

ⅲ）ＦＩＴ電気を販売しようとする場合においてその説明を行うと
きにのみ問題となるもの

小売電気事業者がＦＩＴ電気を販売しようとする場合に、小売電
気事業者等が当該電気について説明する際に留意すべき事項は以
下のとおりである。
再生可能エネルギーの発電事業者からＦＩＴ電気を調達している
電気事業者が、再エネ特措法第２８条第１項の交付金の形で費用
補填を受けている場合、発電された電気の二酸化炭素を排出しな
いという特性・メリットは、当該電気の供給を受けた特定の需要
家に帰属するのではなく、非化石証書の購入分について購入者に
帰属するほかは、費用を負担した全需要家に薄く広く帰属するこ
ととされている。この点を踏まえると、小売電気事業者がＦＩＴ
電気を販売する際には、当該電気の販売に応じて、その電気に係
る調整後二酸化炭素排出量に相当する二酸化炭素削減相当量を基
礎づける量の非化石証書を使用（非化石証書を償却（費用化）す
ることをいう。以下同じ。）する場合を除き、当該電気について
二酸化炭素が排出されない電気であることの付加価値を訴求しな
い方法により説明をする必要がある（施行規則第３条の１２第２
項）。
小売電気事業者が販売するＦＩＴ電気の量に相当する量の非化石
証書を当該電気の販売に応じて使用しない場合、二酸化炭素が排
出されない電気であることの付加価値を訴求しない方法による説
明といえるためには、需要家にとっての分かりやすさの観点から、
（ア）「ＦＩＴ電気」である点について誤解を招かない形で説明
すること、（イ）当該小売電気事業者の電源構成全体又は電源を
特定しないメニューに占める割合を説明すること、及び（ウ）Ｆ
ＩＴ制度の説明をすること、という３要件を満たす必要がある。
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論点①-２ 非化石証書を活用した際の訴求方法について(1)
 小売電気事業者が調達する電気の再エネとしての価値を訴求する場合、電源と使用する非化石証書の種類

の組み合わせによって、以下のような整理が考えられるのではないか。

 特に、水力などの非FIT再エネ電源の電気に再エネ指定の非化石証書を組み合わせた場合は、電源構成
（特定電源価値）と非化石証書の種類（再エネ指定非化石証書）が一致しており、需要家への誤認を
与える懸念がないことから、従前とおりの訴求内容（例えば、水力・再エネ）を行うことを認めてはどうか。

＜調達する電気が再エネ電気であることを訴求する場合＞

卸電力取引所等
化石電源 FIT電源

FIT電源化石電源
調達する電気の種類（電源構成）

FIT証書

非FIT証書

非FIT証書
指
定
無

再
エ
ネ
指
定

訴求不可

再エネ

（「実質的に」という表
現は不要）

実質再エネ

実質再エネ

実質再エネ 実質再エネ

使
用
す
る
非
化
石
証
書
の
種
類

水力等
非FIT再エネ電源

非FIT
非再エネ電源

非化石（ゼロエミッション）電源

実質再エネ
現行の小売営業GLにおいて既に整理済※

※本資料P.１５「（参考）FIT非化石証書に係る環境表示価値等の取り扱いについて」参照。
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論点①-２ 非化石証書を活用した際の訴求方法について(２)

 小売電気事業者が調達する電気のゼロエミッション価値を訴求する場合、電源と使用する非化石証書の種類
の組み合わせによって、以下のような整理が考えられるのではないか。

＜調達する電気がゼロエミッション電源に由来する電気であることを訴求する場合＞

卸電力取引所等
化石電源 FIT電源

FIT電源化石電源
調達する電気の種類（電源構成）

FIT証書

非FIT証書

非FIT証書
指
定
無

再
エ
ネ
指
定

水力等
非FIT再エネ電源

非FIT
非再エネ電源

非化石（ゼロエミッション）電源

実質ゼロエミ
現行の小売営業GLにおいて既に整理済※

ゼロエミ
（「実質的に」という表現は不要）

実質ゼロエミ

使
用
す
る
非
化
石
証
書
の
種
類

※本資料P.１５「（参考）FIT非化石証書に係る環境表示価値等の取り扱いについて」参照。
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今後の進め方

 本日の非FIT非化石証書に係る環境価値の取り扱いにおける議論を踏まえて、電力・ガス取引
監視等委員会の制度設計専門会合において小売営業GLの改正についての議論を行うこととする。
※小売営業GLの改正にあたって、小売電気事業者が2020年度の電源構成を公表する際に参照できるよう、2020年度内のできるだけ早くに検
討を行うこととするのが望ましいのではないか。




